
福祉事業の種類

基金は、公務災害又は通勤災害を受けた職員及びその遺族の福祉に関して必要な

事業をするよう努めなければならないものとされています。

福祉事業は、金銭給付をもって定型的に行われる補償のみによっては、必ずしも

十分に被災職員及びその遺族の生活の安定、福祉の維持向上を図り得ない面がある

と考えられるため講ぜられる施策ないし措置です。

基金が行う福祉事業の種類及び内容の概略は次のとおりです。

福 祉 事 業 の 種 類

(適用年月日)
福 祉 事 業 の 内 容

１ 外科後処置 則別表第３に定める程度の障害が存する者のうち、義肢装着の

(昭 42.12.１) ための断端部の再手術の処置が必要であると認められる者等に

対して診察、薬剤又は治療材料の支給等の外科後処置を行う。

２ 補装具の支給 則別表第３に定める程度の障害が存する者に対し、義肢、義眼、

(昭 42.12.１) 補聴器、車椅子等の補装具の支給を行う。

３ リハビリテーション 則別表第３に定める程度の障害が存する者のうち、社会復帰の

(昭 42.12.１) ために身体的機能の回復等の措置が必要であると認められる者

に対して機能訓練等のリハビリテーションを行う。

４ アフターケア 傷病が治ゆした者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた

(昭 46.４.１) 者で則別表３に定める程度の障害を有する者等に対し、円滑な

社会生活を営むために必要な、一定範囲の処置等を行う。

５ 休業援護金 休業による給与減等を補うことを目的として休業補償を受ける

(昭 42.12.１) 者等に対し、休業援護金を支給する。

６ 在宅介護を行う介護人 傷病補償年金の受給権者又は障害等級第３級以上の障害補償年

の派遣に関する事業 金の受給権者のうち、居宅において介護を要する者に対し、基

(平７.８.１) 金の指定する事業者において介護人を派遣し、又は介護等の供

与に必要な費用を支給する。



福 祉 事 業 の 種 類

(適用年月日)
福 祉 事 業 の 内 容

７ 奨学援護金 遺族補償年金の受給権者等であって学校等に在学する者等の学

(昭 42.12.１) 資の支弁を援護する目的で奨学援護金を支給する。

８ 就労保育援護金 就業している遺族補償年金の受給権者等であって未就学である

(昭 54.４.１) 者の保育に係る費用を援護する目的で就労保育援護金を支給す

る。

９ 傷病特別支給金 傷病補償年金の受給権者に対し、見舞金の趣旨で傷病等級の区

(昭 56.４.１) 分に応じて傷病特別支給金を支給する。

10 障害特別支給金 障害補償の受給権者に対し、見舞金の趣旨で障害等級の区分に

(昭 49.11.１) 応じて障害特別支給金を支給する。

11 遺族特別支給金 遺族補償の受給権者に対し、弔慰・見舞金の趣旨で受給権者の

(昭 49.11.１) 区分に応じて遺族特別支給金を支給する。

12 障害特別援護金 障害補償の受給権者に対し、生活を援護する趣旨で障害等級の

(昭 51.４.１) 区分等に応じて障害特別援護金を支給する。

13 遺族特別援護金 遺族補償の受給権者に対し、生活を援護する趣旨で受給権者の

(昭 50.１.１) 区分等に応じて遺族特別援護金を支給する。

14 傷病特別給付金 傷病補償年金の受給権者に対し、期末手当等の特別給を給付内

(昭 52.４.１) 容に反映させる趣旨で傷病特別給付金を年金として支給する。

15 障害特別給付金 障害補償年金の受給権者に対し年金、障害補償一時金の受給権

(昭 52.４.１) 者に対し一時金として障害特別給付金を支給する(趣旨は傷病

特別給付金に同じ。)。

16 遺族特別給付金 遺族補償年金の受給権者に対し年金、遺族補償一時金の受給権

(昭 52.４.１) 者に対し一時金として遺族特別給付金を支給する(趣旨は傷病

特別給付金に同じ。)。



福 祉 事 業 の 種 類

(適用年月日)
福 祉 事 業 の 内 容

17 障害差額特別給付金 障害補償年金差額一時金を受けることとなった者等に対し、失

(昭 56.11.１) 権による遺族補償一時金により支給される特別給付金との均衡

を考慮し、一時金として障害差額特別給付金を支給する。

18 長期家族介護者援護金 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者(せき髄その他神経

(平７.４.１) 系統の機能若しくは精神又は胸腹部臓器の著しい障害により、

常に介護を要する者に限る。)が当該年金を支給すべき事由が生

じた日の翌日から起算して 10年を経過した日以後に死亡した場

合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる

場合を除く。)に、一定の要件を満たす遺族に対し、一時金とし

て 100 万円を支給する。
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19 公務上の災害の防止に

関する活動を行う団体

に対する援助に関する

事業

(平７.８.１)

公務上の災害を防止するために必要な調査、研究、普及その他の

活動を行う団体に対して、必要な情報の提供その他の援助を行

う。

20 公務上の災害を防止す

る対策の調査研究に関

する事業

(平７.８.１)

公務上の災害に関する情報の収集、公務上の災害の発生状況、発

生原因等の調査及び分析並びに公務上の災害を防止する対策の研

究及び策定を行う。

21 公務上の災害を防止す

る対策の普及及び推進

に関する事業

(平７.８.１)

地方公共団体等に対して、｢公務上の災害を防止する対策の調査研

究に関する事業｣による調査研究の成果の普及を行うとともに、公

務上の災害を防止する対策を推進する。


